
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　巻頭の千葉顧問インタビューを行って1週間後の3月8日は「国際女性デー」だった。1975年の

国際婦人年に国連が制定した「国際女性デー（International Women’s Day）」の起源は、1904

年3月8日にニューヨークで女性労働者が婦人参政権を求め起こしたデモにあるとされる。約

40年前に女性への差別撤廃と女性の地位向上をめざし制定された記念日に、今年は女性活躍推

進法施行の影響からか、女性の生き方を考える日と称して「女性が輝く社会づくりを産業化に

繋げ、国力の底上げに貢献すること」を目的とするイベントが開催されていた。内閣府が後援し、

首相夫人をゲストに招いたそのイベントでは、従来からの「女らしさ」ないし「女子力」を向上

させる類のやわらかい企画が並ぶ。記念日の趣旨はいずこか。やはり「女性活躍」については、

人権・権利保障の視点で声を上げなければいけないテーマだったようだ。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　今国会では、私たちのこれからの暮らしに影響を与える重要法案が目白押しである。

いわゆる現在の治安維持法と言われている犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣

旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案も大変な問題だが、

「主要農作物種子法」の廃止は危険。23主要農作物の種子を管理する法律を廃止する

法案が衆議院で可決され、参議院で審議が行われている。同法の廃止は国民の基礎的

食糧である米、麦、大豆の種子を国が守るという政策を放棄するもので、種子の供給

不安、外資系企業の参入による種子の支配などの懸念が広がる。廃止は規制改革推進

会議が発端。アメリカとのFT A協定にむけた法案整備の一環と捉えられ、その狙いは

国内の「農業潰し」「農協潰し」に他ならない。種子法が廃止されれば米の遺伝子組み

換え種子や多国籍企業の種子が席巻されてしまう危険がある。ぜひ森友問題で廃案に

なることを願いたい。民営化を目的とした「水道法の改定」にしかり、この国はこの

ままいくと霞が関がすべてを決め自治体が完全に従属する国になってしまうのではな

いかと危惧する。

　一方で近代以降の世界における覇権主義、覇権国家・近代世界システム自体が終焉

を迎え変容していく大転換の時代とも言われている。それはGD Pに変わる「豊かさ」

の指標の見直しなど経済成長だけでない価値、1つの覇権国家があるという「近代」の

枠組みそのものが変容していく時代ということである。グローバル経済が先にあって

国家、地域に降りてくるのではなくローカル（地域）から出発して環境や福祉も経済

も循環するしくみをつくり、それをナショナル、グローバルが補うという社会が2100

年に向かってめざすべき姿ではないか。国家ではなくローカル（地域）から協同組合

やNP O、NG O、企業など多様な主体が活躍し、人々が参加できる小さな組織から上に

積み上げていく構想を広げていきたい。世界ではそうしたチャレンジと実践がたくさ

ん出現している。地域でそうしたことを実現していく用具として「協同組合」の思想

と価値が重視されている。ドイツ政府が昨年、ユネスコの文化遺産登録に「協同組合」

を推薦し登録された。「協同組合」を過去の遺産（レガシー）とするのではなく、未

来に継承していく遺産（ヘリテイジ）としていくものである。持続可能な地域社会の

創造、今、生まれた子どもや孫が生きる社会をおおぜいの議論と参加で私たちが当事

者として創出していこう。 〔2017 年4月11日脱稿〕

国
家
で
は
な
く
、
地
域
で
自
治
し
て
い
く
取
組
み
を
広
げ
よ
う

巻頭言

半
澤 

彰
浩

神
奈
川
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事

生
活
ク
ラ
ブ
生
活
協
同
組
合
専
務
理
事
）

（

※編集部注：「主要農作物種子法を廃止する法律案」は4月14日参議院本会議で可決・成立した。
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 神奈川自治研センターが研究会活動の一環として 2015 年に県内各自治研センターの代表者等をメ

ンバーに設置した自治体財政分析検討会では、誰もが容易に自治体の財政分析のための基礎資料を

作成できるシステムを、2016 年 12 月に完成させ、名称を財政分析「神奈川システム」として普及を

はかることとした。ここでは、この間のシステム構築に係る経過を振り返り、その内容を紹介し今

後の有効活用に向けた方向性を考えたい。 
 
はじめに 
 

 自治体財政は、バブル崩壊後の景気停滞の

なか、1990 年代後半に入り財政状況が悪化し、

税収の低迷、減税の実施などにより歳入が減

る一方、国が進めた数次にわたる公共事業の

追加による景気対策に、自治体が応じたこと

から歳出は増加し、地方財政全体での借入金

も増大するなど厳しい状況を迎えた。さらに

景気対策終了後の三位一体改革や「骨太の方

針」による地方財政の圧縮、90 年代の景気対

策に対する起債の償還などが重なり、自治体

の財政運営に大きな支障となってきた。 

同時に自治体職員の人員削減や給与の削減

なども進められ、労働組合も労使交渉の際に

自治体当局の「財政が厳しい」という言葉を

鵜呑みにして、厳しい改革を受け入れざるを

得ない事例もみられた。このように、職員の

賃金労働条件に影響を及ぼすケースが頻発し

たことから、労働組合の立場からも自治体の

財政を学び、正確に財政事情を把握したうえ

で労使交渉に臨むことが求められた。 

 そのためには自治体の財政分析が必要とな

るが、いざ分析といっても財政用語の難解さ

や複雑な仕組みのため、実践に結びつかない

といった声も、自治体の労働組合関係者から

多く聞かれた。財政分析をするにあたっては、

決算カード(総務省が公表する自治体の決算デ

ータ)の理解、経年の決算データや比較する都

市のデータの蓄積など、多くの課題がある。 

 神奈川自治研センター(以下「当センター」

という。)では、これらの課題を克服し、誰も

が財政分析をすることができるツールとして

のシステム構築をめざし、当センターの研究

会活動の一環として、自治体財政分析検討会

(以下「検討会」という。)を立ち上げ、検討

を進めてきた。その結果、以下説明する財政

分析「神奈川システム」の完成をみた。ここ

では、その概要について報告したい。 

 

1. 財政分析検討会とシステム開発の経

緯 

 

 検討会は、県内の横浜、川崎、相模原、横

須賀、藤沢の各自治研センターの代表者に加

えて、一般市町の労働組合からの代表者をメ

 

財政分析「神奈川システム」の概要とその可能性 

－10 年間のデータから導く自治体財政の姿－ 
 

（公社）神奈川県地方自治研究センター事務局長 大沢 宏二 
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ンバーに構成した。 検討会を 2015 年

月 10 に して以 、201 年 月 22

でに 12 を数えた。検討会の当 の を、

「財政 ル ーを し、誰もが容易に財

政の課題に入ることができるようにするため、

決算カード 財政用語等の解説 よび財政分

析システムを構築し、全自治体 組で財政分

析を うことを にする」とした。 
検討会と してこのシステムを使いなが

ら財政 の 、 た神奈川自治研 会で

の報告等でもシステムを活用し、改 を

させていった。2016 年 12 月に ースした

完成 の名称を財政分析「神奈川システム」

として、県内の自治体 組 の を った。

「神奈川システム」は、総務省が公表する決

算カードのもととなる市町 決算状況 のデ

ータを使ってデータ ースを構築している。

このため、 用者は分析に用いる決算データ

を入 する必要はない。決算カード上の

の比較、 市との比較等を 時に うことが

でき、 び出したデータを表や で す

ことができ、 効果も いとこ がこの

システムの 大の といえる。 た、

な は使わ 、多くの人が使い れてい

る セルを使って作られているため、 用

性や 性に れて り、誰もが入りやすい

システムとなっている。 

 

神奈川システム の  

 

（1） 神奈川システム の 体  

「神奈川システム」は、大きく分けて次の

つのシステムで構成されている。 

 決算カード説明システム(以下「説明シス

テム」という。) 

 として財政基礎 等のテ ス とする

ことを に作成された。 は次の で説

明するが、決算カードと各 の用語説明、

国の 算と地方財政 との関係、国と地方

の 税 分 合、 全化 比 の 体例

など、地方財政を理解するのに かせない情

報が り れている。 
 財政分析システム(以下「分析システム」

という。) 

 自治体の 経年比較、 の自治体

経年比較、年 の 自治体比較、の 表

が基 の構成になっている。このシステムの

データ ースは、歳入、 性 歳出、

財政 等 100 に及び、10 年間、県内 19

市と 1 町、 に全国 20政 市のデータを収

している。 

 財政 作成システム(以下「 作成シ

ステム」という。) 

 作成システムは、 の分析システムと

同じ ルに れているため、 作成

システムに ー り けする けで、

が完成できる仕組みになっている。 の

名称は「財政状況概 」としている。それは

ここで代表 な のみをとりあげ、す て

を するものでないため、 といえる

で していないという からである。

た「 の の説明はあるが、

分析はデータの結果次 で なるため、説明

を 考に自らが うことになるから」という

作者の 向にもよる。 
 、 は藤沢自治研センターの 藤 さ

によって作成され、 に の分析システム

は、 藤さ が、 り返し改 を加えた 作

である。 は川崎自治研センターの さ

によって作られた。川崎自治研センターが、

例年、川崎市職労と作成している「財政 」

が 考になっている。 
 次に、各システムの について説明する。 
 
（ ） システム の  

 説明システムは、そもそも決算カードとは

かを説明するシステムである。自治体財政

の センスを のカードに とめたもの

財政分析「神奈川システム」の概要とその可能性　15
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であり、財政分析を ううえで めて重要な

を果たす。それ けにどうすれ よりス

ムー に、決算カードの内容を理解すること

ができるかということを重 した。 ン

は、地方税や地方 与税など決算の 分上の

にす てに ード を振っている で

ある。 ード を振ることで、難解な財政

の名称の代わりに で、 の を

く つけ出すことができる。 
決算カード上の分 ブ は、自治労

の自治体財政分析 で 自に使用し

ている 分と同じ で、 つのブ とし

た。各ブ の内容は次のと り。 

ブ  自治体の状況 人 、 積等 

ブ  ード 2010 歳入の

状況 地方税、地方 与税、地

方交 税等 

ブ  ード 100 市町

税の状況 市町 税、 資

税、 自動 税等 

ブ  ード 110 性

歳出の状況 人件 、 、

公債 等 

ブ  ード 5010

歳出の状況 会 、総務 、

等 

ブ  ード 6100 収支の

状況 歳入総 、歳出総 等 

ブ  ード 010 財政

基 財政収入 、基 財政

要 、 財政 模等 

ブ  ード 010 人件

の状況 一般職員数、 人当た

りの 給与月 等 

 もう一つの ン は、決算カード上の各

を すると、用語の説明が表 さ

れる である 表 。一 説明を聞いて

も理解が難しい用語が多いなか、 ンの

上でその都 確 しながら作業を進める

ことができる。用語説明では、決算カード上

の各 を 50 と ード の つの方

で検 できる。 
 
（ ） 分析システム の  

 この分析システムは、財政分析 者でも

作が容易にでき、分析に必要なデータを表

や を用いて表 することができる。な

、 の作成は、基 な セルの

作を 得している必要がある。 

 

 
コード番号

2010

2020

2021

2022 ス （ ス） ス

2023

2024

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　容

地方税　　地方税法２条　　地方自治法２２３条

地方 体 都 県 市町 が課税 の 体である税

地方譲与税　　特別会計に関する法律（平成１９年法律２３号）

地方 発 （ ン） 地方 発

ード ード

ード ード ード 都市 税

国税として 収しその 地方 体に対して 与する税。地方 体の財 とされているものについ
て、課税の その の事情から、 収事務を国が代 している。

地方 発 税の収入 の全 を都 県及び市町 に対して 与

県 政 市 市町

    市 の 及び 積の比 により 分

ス税の収入 の2分の1の を都 県及び政 都市に対して 与

    市 の 及び 積の比 により 分

自動 重 税の収入 の 分の 当分の間、1 000分の 0 の を市町 に対して 与

自動 重 税の収入 の 分の は国の一般財 当分の間、市町 与 の

と （ の ） と

と 税の収入 の全 を 市町 に対して 与

自 自

ス税の収入 の2分の1の を国の 事業に てられる

 システムに

（P23 参照）
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次にその内容を紹介していきたい。分析シ

ステムには 表 のデータが入っている。 

財政分析を うにあたっては、 複数年

を てみる 経年分析 ことと の自治体と

比較してみる 相対比較 ことの つが基 であ

る。 
 自治体の 経年  

各自治体の 経年比較では、複数年に

わたり に経年比較を うことができる。 
 表 は、一つの自治体の 1 年間の経年比

較の表である。これは 状 の に、自

治体名から表 したい を入 することで、

自治体の 経年比較が 位で表 さ 

 

 
れる。この にも に各データの総

び 位 を す表、人 人当た

りの数 位 を す表、人 人当た

りの び を す表と つの表が作成される。

ン の大きさの関係上、す てを表

することができないことが多いが、 上

は つ表が でいることを メー してい

た きたい。 4、 の 表  
ここで紹介している分析システムのデータ

ースは、2005 年 から 201 年 のもので、 

10 年間分、 、自治体 のデータを蓄積

している。データ は、 年、 たな決算

データが公表された でシステム作成者が

 分析システムに データ

年 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２ 別
市 ２ （ ） 地方税 会

市 ２ （ ） 地方譲与税

さいた 市 ２

葉市 ２ ９

２ １ 譲

平 ２ １１ 地方 税

２ １２ 税

市 ２ １３ 自 税

市 ２ １ 税

浜 市 年 に す 地方特

名 市 地方 税

都市 年 税

大 市 特別 税

市 特別 税 年

神 市 特別 （ 内 ）
市 年 会

市

市

市

市 別

成 （ 別）

地方

に する

地方 地方税（ 内 ）
地方 税（ ） （ 別）

税（法 ）

税

税

計 税

自　治　
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うこととして

り、201 年

月 で は 、

2015 年 決算デ

ータが加わり、

2005 年 データ

を 削 し て あ

る。以下、 表

をもとに説明

する。 

表 から

表 ー

り けをする

の が 基 で あ

る。 自治体

名を ーし

の位置に り

け、次に歳入

総 や総務 、

等 りた

い 名を

ーし、 に

り ける。

表 で各 の

総 が表 され

る。 表 は人

一人当たりの

数 が、自動

に算出される。

位は総 が

、人 一人当

たりが とな

る。 
 の自

治体 経年  

 これは 表 のように、 が一つの自治体

に ける経年比較を表すものであったのに対

し、歳入 歳出、財政 など各 の自治

体 経年比較を うものである。財政分析の

もう一つの基 である の自治体との比較を

うことができる。比較自治体数は一 に 0

自治体 で することができる。 

　自治 別 年 （ ）

　　　　 ２ ２ ２ ２ ２ ９ ２ １ ２ １１ ２ １２ ２ １３ ２ １

3 4 4 11 3 3 2 3 3 3 43 3 3 0 4 44
1 3 4 11 11 01 11 31 11 1 11 41 12 3

4 3 4 1 3 1 3 2 3 4 3 22 3 0 4 0 3 32 3 20
0 40 0 3 0 20 0 13 0 12 0 12 0 12 0 23 0 1 0 2
0 43 0 4 0 44 0 44 0 0 0 2 0 0 0 4

4 12 1 1 4 3 4 10 3 0 3 4 23
1 43 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 24 1 20 1 3 1
3 4 3 01 3 11 3 34 3 2 3 2 0 2 42 2 3 2
2 41 2 34 2 3 2 3 2 40 2 3 2 2 2 22 2 23 2 0

地方特 0 0 0 12 0 2 0 23 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0
地方 税 0 02 0 01 0 01 0 01 0 01 0 03 0 11 0 1 0 0 0 03

税 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 01 0 00
特別 税 0 02 0 01 0 01 0 01 0 01 0 03 0 04 0 0 0 04 0 03

特別 税 0 00 0 00 0 00 0 00
特別

0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 01

0 1 0 1 0 20 0 21 0 22 0 23 0 22 0 2 0 2 0 2
0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 43
0 2 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4
3 24 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3
0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
1 4 1 42 1 4 1 3 1 44 1 4 1 1 1 4 1 1
0 1 0 0 0 12 0 0 0 13 0 1 0 20 0 0 0 0 0 04
0 01 0 03 0 03 0 01 0 02 0 01 0 02 0 00 0 00 0 0
0 1 0 1 0 24 0 31 0 41 0 30 0 33 0 32 0 2 0 1
1 22 1 2 10 1 0 1 1 1 24 1 3 1 2 4
1 1 1 1 0 1 1 0 1 34 1 10 1 2 1 2
0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 34 1 22 1 1 0 0

地方 2 0 2 3 1 4 1 1 32 1 44 1 4 1 3 0 2 1 31

0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 03 0 00

2 42 2 3 10 3 1 2 3 12 2 3 03 3 4 4 3

自　治　

　　　　 ２ ２ ２ ２ ２ ９ ２ １ ２ １１ ２ １２ ２ １３ ２ １

13 1 1 2 1 3 142 213 0 1 2 4 141 4 14 1 1 1
2 0 0 2 1 313 2 34 0 3 4 0 2 4 0 4 0 4 0 24 2
1 2 2 1 0 0 14 00 130 1 143 10 131 2 144 42 1 0 12 13 4 13 31
1 14 3 1 4 10 4 4 1 12 42
1 4 1 1 4 1 0 22 0 32 11 2 1 31 0 31 3 2 0

21 4 242 2 2 2 2 4 20 40 1 3 32 1 23 1 3 1 4 1 13
04 4 0 1 4 1 3 1 40 1 1 0 34 2 0

13 11 42 124 2 134 24 144 2 11 111 3 101 1 10 0 11
4 2 2 4 0 2 34 3 4 3 3 3 1 24

地方特 2 22 21 3 4 0 10 22 20 2 10 4 3 2 3 4 3 3
地方 税 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 1 12 4 1 11 2 11 1 43

税 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 3 2 0 3 0 00
特別 税 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 1 12 1 0 2 1 1 43

特別
税

0 04 0 00 0 00 0 00

特別
0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0

2 4 1 4 3 22 22 10 3 11 1 12 1
21 01 1 1 00 1 1 1 30 1 0 20 3 1 01 1 24
10 11 1 1 1 1 02 1 33 1 1 0 1 1 1 4 1 1

12 0 141 1 134 0 1 1 1 223 1 3 1 4 1 02 1 4 13 1 12
0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
30 1 4 40 20 4 14 4 4

2 2 4 3 42 1 32 0 3 1 3 1 0
0 31 1 2 1 22 0 33 0 0 42 0 3 0 11 0 13 3
1 32 3 12 2 1 12 22 13 13 4 11 3 0

4 0 0 0 3 3 3 1 44 1 1 2 0 3 0 111
4 0 3 10 0 0 1 4 4 1 00 10
1 2 1 31 0 32 22 43 0 4 1 0 3 4 4 40 0 3

地方 3 100 32 3 2 3 4 0 0 30 3 30

2 2 0 43 43 2 2 1 1 1 0 00

4 110 12 123 0 12 120 4 12 4 122 12 21 1 3 4 204 0

）

３　自治 別 年
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に した自治体のデータはす

てシステムに内 されているため、政 20 市

の比較や人 模に応じた都市比較、一 地

の自治体比較などが自らデータ入 するこ

となく自 にできる。 

 年 の 自治体  

表 は、 年 に ける複数 と複数

自治体の比較ができる。経年の比較と 市と

の の相対比較に加えて、この比較表が

加わることで分析の が がる。 
 
（ ） システム  

 分析システムと  

 分析システムを使って作成した各 の自 

 
治体 経年比較データを ーし、 入

シー ( 表 )に り けることで財政

を作成するのが、 作成システムである。

比較する の な内容は次のと りである。 
収支状況 歳入歳出の 、実 収支、人

積 職員数 
財政 財政 模、財政 数等 
経 収支比 経 収支比 、人件 ( )、

公債 ( ) 

積立金 地方債等 積立金 、財政

基金、地方債 等 

歳入 歳入の概要、歳入の構成等 

歳出 歳出の概要 構成、総

　　　

自　治　 ２ ２ ２ ２ ２ ９ ２ １ ２ １１ ２ １２ ２ １３ ２ １

1 02 23 3 2 21 00 10 3 1 2 2 3 100 33 23
1 41 2 43 2 11 2 02 1 40 0 4 0 41 12 04 2 4 0 12

相模原市 1 3 1 3 3 1 4 43 24 1 24 2 0 2
横須賀市 11 30 2 12 3 1 0 22 0 1 1 4 0

市 2 1 33 12 3 13 0 3 0 2 3 0 2 0 0 13
3 3 1 2 0 1 1 2 0 2 12 11 24 3 10 10 1 2

1 04 4 1 10 34 1 3 22 3 10 2 20 0
0 1 1 4 22 4 44 4 23 2 0 22 0 0 2

崎市 2 3 2 42 1 1 3 3 0 3 3 44
市 1 11 1 40 0 4 2 3 0 2 2 0 33 0 0 0 0 0 31

三 市 1 4 0 2 0 4 1 3 2 2 11 0 3 0 0 0 1
0 1 2 3 0 2 1 3 1 1 14 1 3 0 04 3 00

市 0 12 1 4 1 3 2 0 34 3 11 0 34
市 1 1 0 12 3 12 4 1 3 2 3 3 3

大 市 13 1 2 34 4 2 2 3 1 0 0 2 11 3
原市 3 0 2 0 1 3 0 2 4 1 0 1 2 0 0
名市 3 2 1 0 3 2 3 2 3 13 12 1 1 4

間市 2 32 1 1 0 01 0 1 0 3 12 2 3 3 33 1 2
市 4 0 4 0 2 2 34 0 1 3 42 2 1 1 1 0 1 0

）

年

の自治体 経年

シー

のタ は 年

の 自治体

と  
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務 、 、 の構成等 

性 歳出 性 歳出の概要 構成、人

件 、 、公債 等 

ここでの 分析は 作成システムで

表 された結果により なるため、 と

に される解説を 考に自らが うことにな

る。 
 分析 ー  

 経年比較 
 2005 年 から 201 年 での 10 年間を対

。( 時 での のデータ) 

 する 体との比較 
総務省は 政 の相 や人 及び 業構

などにより分 した 5 を 体とし

て 人 一人当たりの で比較している。

このシステムの分析作業では、分析対 自治

体の に比較する 自治体を で し、

その と比較することがで

きる。 

 比較データの基 化 

 や自治体の 模に関わる数 について

は実数で表 し、その については 人 一

人当たりの を基 とする。 

 比較データの 化 

 ー ー ー による比較は、

一 を き、 した 自治体の を 1 0

に 化し、分析自治体のデータと比較する

ため、 模そのものを表すものではない。 

( 表 を ) 

  

1111

は に データ く
データ シー に ） く

③
④

ー に す

（ ）
沢 ← 沢 （財政 自治体）

大

（例）
←

01 年   (最新のデータ年度) 01 年 （分析年 に 年）

年 0 年 0 年 0 年 0 年 0 年 10年 11年 1 年 1 年 1 年

（ ） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

0 . . 1 . 0. 0. 0. 1. 1 .0 .1 .

0 .10 . . . 1 . . .10 . 1 .10 1.

0 . . . . . . . . . . 1

0 . .0 . . . . . 1 . . .0

0 . . . . .1 . . . . .

0 0. 1 0. 1. 1. 1. 1. .0 . . .

財政 シー

（1） （ ）

0

分析年 発 年

の 自治体 に分析自治体と 自治体 ー く
シー の

のシー は 自治体 と ー ー ー
の シー にデータ とに の

の の は ン に の 自 ン く

分析自治体
自治体

分析 体 公 社 神奈川県地方自治研究センター 神奈川県 沢地方自治研究センター

からのデータ ーは の シ ン く

方

のセ は のセ に か シー の ス ー は
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作成システムで「 える化」した財政

状況概 は、あく で基 であり、さらに

分析データを追加すれ 、 自の 作成な 
ど い活用が できる。 表 は、相模 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原自治研センターが作成した、組合員向け財

政 の資料である。 作成システムに

自の分析を加えている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 0.  0.  0.  0.  0. 0. 1 0. 0 0.  0.  0.  0.  0.  
0.  0.  0.  0.  0. 1 0. 0 0. 0 

0.00

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

1.00

1. 0
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崎
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古
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…

横
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千
葉市

相
模

原
市

大
阪

市
静
岡

市
浜
松

市
仙
台

市
福
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市堺
市

広
島
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戸市岡

山
市

京
都

市
新
潟

市
北
九

州
市

札
幌

市
熊
本

市

財政

　 （ ）

の （ ）
の の

の

0 年 0 年 0 年 0 年 0 年 10年 11年 12年 13年 14年

平

 財政  

考 相模原市 年 財政状況概 相模原自治研センター

   1 年 は全国 に景気低迷で 人税収が大 に ち み、 交 体が 年 の 1 から  

  と半減し した。相模原市もさいた 市や 葉市などとともに交 体に し した。 1 年

神奈川県内では、川崎市、 市、藤沢市、 名市、 市、 川町、 町、 町は 交

体となってい す。政 都市の では、川崎市が 1 と も く、 市と 市が で

も低くなってい す。相模原市は 4 と に く、比較 財政 が いといえ す。 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

平

14年 平
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. とめ 

 
 「神奈川システム」は、改 を り返し、

基 には セルの 上で ー、 り

ける、という な作業で各 のデータを

り むことができ、さらには財政 の作

成 で なシステムとなった。 セルの

使い方さえ分かれ 決算カードの内容を ら

なくても、一 の分析作業ができる。 
当 、検討会がめざしたシステム構築の

は、誰もが容易に財政分析に り組むこと

ができ、財政 ル ーを することにあ

った。この は 分に 成したといえる。

いざ財政分析に り か うとしたときこの

システムであれ 1 年分の決算カードデータ

がすでに内 されていることが大きな みで

ある。  
た、分析システムで自動 に作業を進め

ながら、財政用語や財政 の仕組みなど分

からないことがある場合は、説明システムの

用語説明などを活用し、 を解決するこ

とができる。そうした から 用者の財政全

般に対する理解 が ることを してい

る。 
 総務省が公表している「市町 決算状況

」には決算カードで用いる の内 デー

タが れている。たとえ 、 歳出の

で、決算カード上にはない 会

や 人 などの内 を「 の な内

」として入れているように、 に 化し

た内容に置き えることも である。 
 た、 作成システムは歳入 歳出総

や実 収支、 財政 模といったよう

に の の経年比較を い、さらに比

較対 自治体との を算出し、これと

比較するという をとっている。相模原自

治研センターは、政 各市との比較を い相

模原市が政 市のなかでどの位置にあるか

を明らかにしている。財政 な からみる市

の を、 で すことにより 効果

を め、わかりやすいものになっているとい

える。 
 分析システムの の自治体比較を使え

、複数の を経年で比較できる。たとえ

、歳出に める人件 の 、 財政

模と地方債 債務 の などは

容易に作成できる。 作成システムの

ー には、複数 の比較等はないが

用者の 次 で、分析作業の を げるこ

とができるのではない うか。 
今後、検討会では「神奈川システム」を使

って、県内自治体の財政 を作成し、それ

れの自治体が える課題などを分析、検

を進めることとしている。ここで した「神

奈川システム」の仕組みを基 として、さ

らに く応用することで、多 な自治体の

財政分析を にしたい。 
 後に、システムの 発を全 に き

受けいた いた、藤沢自治研センターの 藤

さ 、財政 システムを加えていた

いた、川崎自治研センターの さ 、こ

のシステムを活用して財政 資料を作成し

た、相模原自治研センターをはじめ、

をいた いたみなさ に を し上げ、こ

こ での報告としたい。 

 検討会は 1 のシステム

は ン ー 年間

の 大  
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財政分析「神奈川システム」の概要とその可能性　23



に る 1 １ に に る 1 に る

自治 別 年 年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自治 別 年
２ 別

自　治　 市 ２ （ ） 地方税 会

市 ２ （ ） 地方譲与税 ２ ２ 年 ２ 年 ２ 年 ２ ９ 年 ２ １ 年 ２ １１ 年 ２ １２ 年 ２ １３ 年 ２ １ 年

　　　　 ２ ２ ２ ２ ２ ９ ２ １ ２ １１ ２ １２ ２ １３ ２ １ さいた 市 ２ 　　　　

13 1 1 2 1 3 142 213 0 1 2 4 141 4 14 1 1 1 葉市 ２ ９ 13 1 1 2 3 1 11 1 3 21 4 14 2 0 2 1 21 3 0 000 14 1 24 22 1 4 14 14 2 2 14 1 02 10 4 1 0 104 1 32 120
2 0 0 2 1 313 2 34 0 3 4 0 2 4 0 4 0 4 0 24 2 ２ １ 譲 2 0 0 44 2 1 43 103 31 324 10 4 34 02 110 3 3 04 10 4 02 434 122 1 4 0 0 103 4 14 100 4 4 0 2 102 2 42 10 0

1 2 2 1 0 0 14 00 130 1 143 10 131 2 144 42 1 0 12 13 4 13 31 平 ２ １１ 地方 税 1 22 4 0 1 0 0 202 110 14 00 024 13 0 1 1 1 14 30 3 10 3 13 1 1 1 2 0 14 441 10 1 012 3 3 11 13 4 1 1 2 3 13 31 13

1 14 3 1 4 10 4 4 1 12 42 ２ １２ 税 1 142 1 4 4 3 1 3 1 4 1 20 4 44 4 0 2 102 4 0 3 4 3 1 1 3 1 3 1 241 3 1 1 0
1 4 1 1 4 1 0 22 0 32 11 2 1 31 0 31 3 2 0 市 ２ １３ 自 税 1 4 0 1 3 10 2 1 3 1 0 24 100 4 2 2 0 3 3 12 3 210 32 142 2 0 0 3 1 3 1 0 02 10 0 3 1 2 30 100 4 2 0 0 4 4

21 4 242 2 2 2 2 4 20 40 1 3 32 1 23 1 3 1 4 1 13 市 ２ １ 税 21 3 24 2 4 0 111 2 22 0 10 1 2 4 221 102 20 40 2 4 3 1 332 204 2 1 23 22 1 3 4 4 3 1 4 2 1 1 1 12 11
04 4 0 1 4 1 3 1 40 1 1 0 34 2 0 浜 市 年 に す 地方特 03 40 03 1 342 4 14 10 1 2 2 4 13 2 11 34 034 2 0 4 2 031 11 4 4 11

13 11 42 124 2 134 24 144 2 11 111 3 101 1 10 0 11 名 市 地方 税 13 2 4 11 42 313 12 42 1 104 1 13 423 1 10 0 14 42 024 10 11 0 3 0 11 1 2 3 3 10 1 0 1 1 0 10 0 314 104 11 3 10
4 2 2 4 0 2 34 3 4 3 3 3 1 24 都市 年 税 4 1 2 2 1 0 4 0 41 102 2 1 100 33 4 101 2 3 3 33 0 3 0 23 100 24 2 3 0

地方特 2 22 21 3 4 0 10 22 20 2 10 4 3 2 3 4 3 3 大 市 特別 税 地方特 2 22 0 2 1 3 020 0 4 0 32 21 4 1 022 414 21 4 20 3 0 0 2 10 1 04 13 12 3 1 0 3 4 3 4 1 4 33 01 2 2
地方 税 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 1 12 4 1 11 2 11 1 43 市 特別 税 年 地方 税 2 04 4 33 2 4 311 3 4 0 103 4 032 101 111 22 4 4 0 2 411 11 40 132 210 34 143 4 1

税 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 3 2 0 3 0 00 神 市 特別 （ 内 ） 税 0 0 0 0 0 0 2 40 3 2 4 4 123 1 3 0 10 2 0 0 0
特別 税 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 1 12 1 0 2 1 1 43 市 年 会 特別 税 2 04 4 33 2 4 311 3 4 0 103 4 032 101 111 22 4 1 0 4 1 2 2 2 3 1 1 1 4 4 143 4 2 2

特別 税 0 04 0 00 0 00 0 00 市 特別 税 4 0 0 0 0 0 0
特別 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0 市 特別 4 4 4 10 12 4 0 0 100 3 41 4 1 44 4 42 3 032 2 1 04

2 4 1 4 3 22 22 10 3 11 1 12 1 市 2 2 4 4 102 1 3 10 0 44 103 2 104 21 2 104 22 412 100 1 1 03 112 1 11 244 10 1 21 10

21 01 1 1 00 1 1 1 30 1 0 20 3 1 01 1 24 市 別 2100 1 1 4 1 102 3 1 0 1 3 10 4 1 30 4 3 1 1 101 2 034 2 103 1 01 404 3 1 24 43 0
10 11 1 1 1 1 02 1 33 1 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 13 1 11 43 102 1 0 2 1 4 1 01 2 10 1 32 2 4 1 00 102 3 1 4 1 1 43 102 1 4 3 101 1 1 114 4

12 0 141 1 134 0 1 1 1 223 1 3 1 4 1 02 1 4 13 1 12 12 4 2 14 1 1 422 111 1 13 40 3 4 4 1 1 1 20 113 0 22 3 321 14 1 3 0 1 4 1 4 40 102 1 02 441 1 412 1 12 140 10
0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1 4 40 20 4 14 4 4 成 （ 別） 30 1 2 1 0 0 4 10 3 1 3 4 3 12 10 1 20 32 11 1 413 23 110 3 103 4 1 4 43 2 3 11 11 2

2 2 4 3 42 1 32 0 3 1 3 1 0 34 2 1 1 40 4 4 1 2 2 341 2 3 1 1 1 1 1 31 4 141 2 0 2 2 110 0 31 144 3 3 43 114 14 01 41 0
0 31 1 2 1 22 0 33 0 0 42 0 3 0 11 0 13 3 30 12 40 122 242 1 33 03 2 0 4 2 2 41 4 4 1 3 1 0 1 3 11 32 1 13 0 11 3 3 043
1 32 3 12 2 1 12 22 13 13 4 11 3 0 1 31 11 2 4 132 1 22 012 12 2 1 0 13 1 222 032 2 1 3 2 0 111 1 1 34 3 1 1 13 31 4 0 2 4

4 0 0 0 3 3 3 1 44 1 1 2 0 3 0 111 地方 4 0 11 0 0 3 14 3 3 11 3 04 1 2 3 103 144 132 0 0 114 1 2 34 142 3 4 11 1 11 1 4 4 133 1
4 0 3 10 0 0 1 4 4 1 00 10 4 0 3 30 1 13 0 04 10 4 4 0 0 4 0 4 21 0 4 0 02 2 14 1 4 11 10 03 13 1
1 2 1 31 0 32 22 43 0 4 1 0 3 4 4 40 0 3 に する 1 0 2 1 02 1 0 2 3 10 2 110 2 3 221 1 103 4 30 3 133 4 1 3 12 0 0 3 0 4 2 4 4 4 1 4 00 3 1 0 3 2 2

地方 3 100 32 3 2 3 4 0 0 30 3 30 地方 地方税（ 内 ） 地方 3 00 10 032 400 102 0 3 200 4 1 00 12 3 4 00 0 3 00 10 0 00 103 00 3 1 3 0 3 200 4 0 2 00 1 1 1
2 2 0 43 43 2 2 1 1 1 0 00 地方 税（ ） （ 別） 2 00 2 0 3 3 4 3 243 1 2 4 3 33 100 2 2 2 4 3 1 13 4 1 11 1 0 0 0

4 110 12 123 0 12 120 4 12 4 122 12 21 1 3 4 204 0 税（法 ） 4 443 11 011 2 11 0 12 3 20 112 12 1 102 12 0 4 12 0 12 4 0 10 12 2 4 3 12 20 0 103 1 3 3 21 120 20 44 3 133 2
税

年　　　 ２ ２ ２ ２ ２ ９ ２ １ ２ １１ ２ １２ ２ １３ ２ １ 税

計 税

（ ） 3 2 2 3 123 3 43 402 2 4 404 0 40 3 413 0 4 420 202 421 31 423 24

自治 別 年 （ ） 自治 別 年 （ ）

１ ２ ２ 年 ２ 年 ２ 年 ２ ９ 年 ２ １ 年 ２ １１ 年 ２ １２ 年 ２ １３ 年 ２ １ 年

　　　　 ２ ２ ２ ２ ２ ９ ２ １ ２ １１ ２ １２ ２ １３ ２ １ 　　　　

3 4 4 11 3 3 2 3 3 3 43 3 3 0 4 44 に 34 0 41 114 11 3 4 3 4 1 2 2 14 3 2 4 0 34 2 2 1 3 04 103 3 1 104 2 44 3 1 120 0

1 3 4 11 11 01 11 31 11 1 11 41 12 3 1 4 4 3 2 103 1 422 10 0 10 1 0 10 0 110 11 120 113 0 4 102 111 114 13 102 3 123 10

4 3 4 1 3 1 3 2 3 4 3 22 3 0 4 0 3 32 3 20 43 3 4 0 2 10 3 0 2 0 32 41 3 3 0 10 32 214 1 1 34 2 10 40 4 11 33 21 2 0 31 0 3

0 40 0 3 0 20 0 13 0 12 0 12 0 12 0 23 0 1 0 2 4 042 3 2 0 1 4 1 1 2 1 0 1 224 4 1 24 101 1 1 2 2 2 1 1 1 31 1 1 2 34 1 0 2

0 43 0 4 0 44 0 44 0 0 0 2 0 0 0 4 4 2 0 4 4 0 10 4 4 3 1 4 3 12 0 3 141 3 240 2 2 44 104 2 4 100 1 3 4 1

4 12 1 1 4 3 4 10 3 0 3 4 23 3 3 1 230 110 10 2 0 1 102 1 1 4 2 4 2 1 40 0 3 2 3 3 42 322 11 1

1 43 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 24 1 20 1 3 1 14 2 2 13 0 12 3 4 13 3 10 1 12 03 4 2 12 0 2 12 3 11 1 13 2 11 4 1 4 11 3

3 4 3 01 3 11 3 34 3 2 3 2 0 2 42 2 3 2 3 3 30 14 2 31 11 103 2 33 3 10 2 3 34 10 2 2 2 2 1 2 02 2 3 24 1 0 2 2 104 2 10 0

2 41 2 34 2 3 2 3 2 40 2 3 2 2 2 22 2 23 2 0 地方 24 131 23 3 23 10 101 3 23 43 100 1 24 04 101 3 23 20 2 22 4 22 220 1 22 2 100 2 20 13 2

地方特 0 0 0 12 0 2 0 23 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0 地方特 2 3 1 1 21 3 2 41 21 2 2 4 2 020 2 3 12 0 3 4 2 3 1
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税 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 01 0 00 税 0 0 0 0 0 0 3 3 121 1 10 3 0 0 0

特別 税 0 02 0 01 0 01 0 01 0 01 0 03 0 04 0 0 0 04 0 03 特別 税 1 11 4 11 3 120 103 4 121 100 2 4 22 4 413 1 0 1 14 2 414 2 33 1

特別 税 0 00 0 00 0 00 0 00 特別 税 10 0 0 0 0 0

特別 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 01 特別 21 22 104 21 1 0 2 1 0 100 0 1 0 4 1 3 1 1 3 4 2 1 0 2 0 132 0

0 1 0 1 0 20 0 21 0 22 0 23 0 22 0 2 0 2 0 2 1 3 1 0 102 0 2 043 10 1 2 100 102 2 1 0 103 2 2 103 4 2 233 0 2 4 0 110 2 10 2 2 10 1

0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 43 34 4 4 101 4 4 1 4 104 4 21 4 44 100 4 42 102 1 4 13 3 2 4 311
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3 24 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3 32 44 3 110 3 33 1 3 3 2 112 2 331 14 4 31 3 4 132 101 44 4 4 43 02 4 33 10 0

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 1 42 1 4 1 3 1 44 1 4 1 1 1 4 1 1 14 3 14 1 2 14 2 10 0 13 1 2 14 42 104 4 1 43 113 1 4 10 2 1 0 2 1 3 2 1 0 4 11

0 1 0 0 0 12 0 0 0 13 0 1 0 20 0 0 0 0 0 04 1 40 4 1 1 1 1 0 4 2 1 2 0 1 0 1 0 13 1 0 10 3 114 3 4 40

0 01 0 03 0 03 0 01 0 02 0 01 0 02 0 00 0 00 0 0 31 40 30 2 2 2 210 2 1 102 4 1 1 3 2 1 3 31 114 42 3 03

0 1 0 1 0 24 0 31 0 41 0 30 0 33 0 32 0 2 0 1 1 1 4 11 2 43 131 3 0 0 12 3 4 140 13 2 2 2 3 2 110 0 3 202 4 2 4 2 1 2 1

1 22 1 2 10 1 0 1 1 1 24 1 3 1 2 4 12 23 1 14 4 20 1 11 1 0 1 0 103 3 1 4 2 1 12 3 2 0 1 34 140 1 1 13 114 2 3 132

1 1 1 1 0 1 1 0 1 34 1 10 1 2 1 2 11 22 1 2 13 1 03 10 0 1 41 14 2 0 0 13 44 11 042 2 1 1 1 2 14 1 4 11 2 0 13

0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 34 1 22 1 1 0 0 4 4 114 14 0 10 3 00 103 0 10 42 132 13 3 1 12 12 233 1 4 11 3 1 0 4 2

地方 2 0 2 3 1 4 1 1 32 1 44 1 4 1 3 0 2 1 31 地方 2 040 2 32 101 1 14 0 1 2 12 13 22 0 14 3 10 14 1 102 13 4 1 24 3 13 0 1 0 3
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縮 して じにくいが表 の構成はこのようになっている。1 年

間のデータが蓄積されて り、この表が作業の基 になる。
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自治 別 年 年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自治 別 年
２ 別

自　治　 市 ２ （ ） 地方税 会
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13 1 1 2 1 3 142 213 0 1 2 4 141 4 14 1 1 1 葉市 ２ ９ 13 1 1 2 3 1 11 1 3 21 4 14 2 0 2 1 21 3 0 000 14 1 24 22 1 4 14 14 2 2 14 1 02 10 4 1 0 104 1 32 120
2 0 0 2 1 313 2 34 0 3 4 0 2 4 0 4 0 4 0 24 2 ２ １ 譲 2 0 0 44 2 1 43 103 31 324 10 4 34 02 110 3 3 04 10 4 02 434 122 1 4 0 0 103 4 14 100 4 4 0 2 102 2 42 10 0

1 2 2 1 0 0 14 00 130 1 143 10 131 2 144 42 1 0 12 13 4 13 31 平 ２ １１ 地方 税 1 22 4 0 1 0 0 202 110 14 00 024 13 0 1 1 1 14 30 3 10 3 13 1 1 1 2 0 14 441 10 1 012 3 3 11 13 4 1 1 2 3 13 31 13

1 14 3 1 4 10 4 4 1 12 42 ２ １２ 税 1 142 1 4 4 3 1 3 1 4 1 20 4 44 4 0 2 102 4 0 3 4 3 1 1 3 1 3 1 241 3 1 1 0
1 4 1 1 4 1 0 22 0 32 11 2 1 31 0 31 3 2 0 市 ２ １３ 自 税 1 4 0 1 3 10 2 1 3 1 0 24 100 4 2 2 0 3 3 12 3 210 32 142 2 0 0 3 1 3 1 0 02 10 0 3 1 2 30 100 4 2 0 0 4 4

21 4 242 2 2 2 2 4 20 40 1 3 32 1 23 1 3 1 4 1 13 市 ２ １ 税 21 3 24 2 4 0 111 2 22 0 10 1 2 4 221 102 20 40 2 4 3 1 332 204 2 1 23 22 1 3 4 4 3 1 4 2 1 1 1 12 11
04 4 0 1 4 1 3 1 40 1 1 0 34 2 0 浜 市 年 に す 地方特 03 40 03 1 342 4 14 10 1 2 2 4 13 2 11 34 034 2 0 4 2 031 11 4 4 11

13 11 42 124 2 134 24 144 2 11 111 3 101 1 10 0 11 名 市 地方 税 13 2 4 11 42 313 12 42 1 104 1 13 423 1 10 0 14 42 024 10 11 0 3 0 11 1 2 3 3 10 1 0 1 1 0 10 0 314 104 11 3 10
4 2 2 4 0 2 34 3 4 3 3 3 1 24 都市 年 税 4 1 2 2 1 0 4 0 41 102 2 1 100 33 4 101 2 3 3 33 0 3 0 23 100 24 2 3 0

地方特 2 22 21 3 4 0 10 22 20 2 10 4 3 2 3 4 3 3 大 市 特別 税 地方特 2 22 0 2 1 3 020 0 4 0 32 21 4 1 022 414 21 4 20 3 0 0 2 10 1 04 13 12 3 1 0 3 4 3 4 1 4 33 01 2 2
地方 税 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 1 12 4 1 11 2 11 1 43 市 特別 税 年 地方 税 2 04 4 33 2 4 311 3 4 0 103 4 032 101 111 22 4 4 0 2 411 11 40 132 210 34 143 4 1

税 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 3 2 0 3 0 00 神 市 特別 （ 内 ） 税 0 0 0 0 0 0 2 40 3 2 4 4 123 1 3 0 10 2 0 0 0
特別 税 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 1 12 1 0 2 1 1 43 市 年 会 特別 税 2 04 4 33 2 4 311 3 4 0 103 4 032 101 111 22 4 1 0 4 1 2 2 2 3 1 1 1 4 4 143 4 2 2

特別 税 0 04 0 00 0 00 0 00 市 特別 税 4 0 0 0 0 0 0
特別 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0 市 特別 4 4 4 10 12 4 0 0 100 3 41 4 1 44 4 42 3 032 2 1 04

2 4 1 4 3 22 22 10 3 11 1 12 1 市 2 2 4 4 102 1 3 10 0 44 103 2 104 21 2 104 22 412 100 1 1 03 112 1 11 244 10 1 21 10

21 01 1 1 00 1 1 1 30 1 0 20 3 1 01 1 24 市 別 2100 1 1 4 1 102 3 1 0 1 3 10 4 1 30 4 3 1 1 101 2 034 2 103 1 01 404 3 1 24 43 0
10 11 1 1 1 1 02 1 33 1 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 13 1 11 43 102 1 0 2 1 4 1 01 2 10 1 32 2 4 1 00 102 3 1 4 1 1 43 102 1 4 3 101 1 1 114 4

12 0 141 1 134 0 1 1 1 223 1 3 1 4 1 02 1 4 13 1 12 12 4 2 14 1 1 422 111 1 13 40 3 4 4 1 1 1 20 113 0 22 3 321 14 1 3 0 1 4 1 4 40 102 1 02 441 1 412 1 12 140 10
0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1 4 40 20 4 14 4 4 成 （ 別） 30 1 2 1 0 0 4 10 3 1 3 4 3 12 10 1 20 32 11 1 413 23 110 3 103 4 1 4 43 2 3 11 11 2

2 2 4 3 42 1 32 0 3 1 3 1 0 34 2 1 1 40 4 4 1 2 2 341 2 3 1 1 1 1 1 31 4 141 2 0 2 2 110 0 31 144 3 3 43 114 14 01 41 0
0 31 1 2 1 22 0 33 0 0 42 0 3 0 11 0 13 3 30 12 40 122 242 1 33 03 2 0 4 2 2 41 4 4 1 3 1 0 1 3 11 32 1 13 0 11 3 3 043
1 32 3 12 2 1 12 22 13 13 4 11 3 0 1 31 11 2 4 132 1 22 012 12 2 1 0 13 1 222 032 2 1 3 2 0 111 1 1 34 3 1 1 13 31 4 0 2 4
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地方 3 100 32 3 2 3 4 0 0 30 3 30 地方 地方税（ 内 ） 地方 3 00 10 032 400 102 0 3 200 4 1 00 12 3 4 00 0 3 00 10 0 00 103 00 3 1 3 0 3 200 4 0 2 00 1 1 1
2 2 0 43 43 2 2 1 1 1 0 00 地方 税（ ） （ 別） 2 00 2 0 3 3 4 3 243 1 2 4 3 33 100 2 2 2 4 3 1 13 4 1 11 1 0 0 0

4 110 12 123 0 12 120 4 12 4 122 12 21 1 3 4 204 0 税（法 ） 4 443 11 011 2 11 0 12 3 20 112 12 1 102 12 0 4 12 0 12 4 0 10 12 2 4 3 12 20 0 103 1 3 3 21 120 20 44 3 133 2
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計 税

（ ） 3 2 2 3 123 3 43 402 2 4 404 0 40 3 413 0 4 420 202 421 31 423 24
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3 4 4 11 3 3 2 3 3 3 43 3 3 0 4 44 に 34 0 41 114 11 3 4 3 4 1 2 2 14 3 2 4 0 34 2 2 1 3 04 103 3 1 104 2 44 3 1 120 0

1 3 4 11 11 01 11 31 11 1 11 41 12 3 1 4 4 3 2 103 1 422 10 0 10 1 0 10 0 110 11 120 113 0 4 102 111 114 13 102 3 123 10

4 3 4 1 3 1 3 2 3 4 3 22 3 0 4 0 3 32 3 20 43 3 4 0 2 10 3 0 2 0 32 41 3 3 0 10 32 214 1 1 34 2 10 40 4 11 33 21 2 0 31 0 3
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特別 税 0 00 0 00 0 00 0 00 特別 税 10 0 0 0 0 0
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3 24 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3 32 44 3 110 3 33 1 3 3 2 112 2 331 14 4 31 3 4 132 101 44 4 4 43 02 4 33 10 0

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 1 42 1 4 1 3 1 44 1 4 1 1 1 4 1 1 14 3 14 1 2 14 2 10 0 13 1 2 14 42 104 4 1 43 113 1 4 10 2 1 0 2 1 3 2 1 0 4 11

0 1 0 0 0 12 0 0 0 13 0 1 0 20 0 0 0 0 0 04 1 40 4 1 1 1 1 0 4 2 1 2 0 1 0 1 0 13 1 0 10 3 114 3 4 40

0 01 0 03 0 03 0 01 0 02 0 01 0 02 0 00 0 00 0 0 31 40 30 2 2 2 210 2 1 102 4 1 1 3 2 1 3 31 114 42 3 03

0 1 0 1 0 24 0 31 0 41 0 30 0 33 0 32 0 2 0 1 1 1 4 11 2 43 131 3 0 0 12 3 4 140 13 2 2 2 3 2 110 0 3 202 4 2 4 2 1 2 1

1 22 1 2 10 1 0 1 1 1 24 1 3 1 2 4 12 23 1 14 4 20 1 11 1 0 1 0 103 3 1 4 2 1 12 3 2 0 1 34 140 1 1 13 114 2 3 132

1 1 1 1 0 1 1 0 1 34 1 10 1 2 1 2 11 22 1 2 13 1 03 10 0 1 41 14 2 0 0 13 44 11 042 2 1 1 1 2 14 1 4 11 2 0 13

0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 34 1 22 1 1 0 0 4 4 114 14 0 10 3 00 103 0 10 42 132 13 3 1 12 12 233 1 4 11 3 1 0 4 2

地方 2 0 2 3 1 4 1 1 32 1 44 1 4 1 3 0 2 1 31 地方 2 040 2 32 101 1 14 0 1 2 12 13 22 0 14 3 10 14 1 102 13 4 1 24 3 13 0 1 0 3

0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 03 0 00 0 2 3 0 10 1 4 2 10 2 204 1 4 20 2 2 1 0 0 0

2 42 2 3 10 3 1 2 3 12 2 3 03 3 4 4 3 24 1 1 2 11 1 31 01 111 31 1 101 2 02 4 4 31 1 2 104 2 1 3 30 2 3 101 3 442 120 4 4 31 132
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財政分析「神奈川システム」の概要とその可能性　25
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2017年 3月 16日(金) (公社)神奈川県地方
自治研究センターの第 14 回定時総会・総会
記念講演会が、地域労働文化会館で開催され

ました。 
この総会において、1999 年から 2012 年

まで事務局長を務め、2012 年 7 月からは主
任研究員として、長きにわたり神奈川自治研

センターの活動を支えてきた勝島行正さんが

2017 年 3 月 31 日をもって退任することが
報告されました。 
総会議事終了後に、退任にあたってのご挨

拶がありましたので、以下、その内容を関係

の皆様へのメッセージとして掲載します。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
貴重な時間をありがとうございます。正式

に事務局長に就きました 2000 年といえば、
地方分権一括法が施行された年ですが、当時

は、それに応えるだけの知識も能力も不足し

ており、愕然としたことを思い出します。そ

れから、今日まで勉強させていただきました。

退任にあたり、2 つほどお話をさせてくださ
い。 

1 つは、2007 年に新公益法人改革法が施
行されました。2009 年に当センターの基本
方針として「公益認定法人」とすることを決

定し、2010 年に申請し、その年の 12 月に
認定を受け、2011 年に移行しました。事務
局員の久保田由加子さんと二人で随分と苦労

しました。久保田さんがいなければ、実現し

なかったと感謝しています。 
そこで、当センター定款第 2 条「目的」

を見てください。当法人の目的は、ただ一つ

「地方自治の調査・研究」です。そのために、

研究体制（予算と人）を整えることが、必要

です。このことを改めて確認してください。 
2 つは、「公契約条例」です。2009 年に

千葉県の野田市で「公契約条例」が成立しま

した。この年の 11 月に自治総研に働きかけ
て、「シンポジウム」を開催しました。この

ときに、コーディネーターを引き受け、ブッ

クレットの発刊も手伝いました。おそらくこ

の後、この問題で前に出なければならなくな

るだろうと覚悟しましたが、案の定、翌年か

ら全国を講演したり、論文を書くこととなり

ました。神奈川県内でも川崎市、相模原市、

厚木市で出来ていますが、全国で 30 あまり
の自治体に止まっています。「官製ワーキン

グプア」「格差や貧困問題」をなくすために

条例の制定をめざしていただければと思いま

す。 
最後に、「人口減少・地方創生」について

は、2014 年以降調査・研究課題としてきま
した。国は、「地方創生」から「一億総活躍」

へとステージを切り替えていますが、いずれ

も「成長戦略」と位置づけています。私たち

は、地方自治の課題としてとらえることが重

要です。 
時代は「ダウンサイズ」に向かいます。そ

のために「自治体」は何をするべきか、「調

査・研究」の課題かと思います。 
多くの皆様のご指導に感謝し、お礼とさせ

ていただきます。 
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 編集後記

　巻頭の千葉顧問インタビューを行って1週間後の3月8日は「国際女性デー」だった。1975年の

国際婦人年に国連が制定した「国際女性デー（International Women’s Day）」の起源は、1904

年3月8日にニューヨークで女性労働者が婦人参政権を求め起こしたデモにあるとされる。約

40年前に女性への差別撤廃と女性の地位向上をめざし制定された記念日に、今年は女性活躍推

進法施行の影響からか、女性の生き方を考える日と称して「女性が輝く社会づくりを産業化に

繋げ、国力の底上げに貢献すること」を目的とするイベントが開催されていた。内閣府が後援し、

首相夫人をゲストに招いたそのイベントでは、従来からの「女らしさ」ないし「女子力」を向上

させる類のやわらかい企画が並ぶ。記念日の趣旨はいずこか。やはり「女性活躍」については、

人権・権利保障の視点で声を上げなければいけないテーマだったようだ。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　今国会では、私たちのこれからの暮らしに影響を与える重要法案が目白押しである。

いわゆる現在の治安維持法と言われている犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣

旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案も大変な問題だが、

「主要農作物種子法」の廃止は危険。23主要農作物の種子を管理する法律を廃止する

法案が衆議院で可決され、参議院で審議が行われている。同法の廃止は国民の基礎的

食糧である米、麦、大豆の種子を国が守るという政策を放棄するもので、種子の供給

不安、外資系企業の参入による種子の支配などの懸念が広がる。廃止は規制改革推進

会議が発端。アメリカとのFT A協定にむけた法案整備の一環と捉えられ、その狙いは

国内の「農業潰し」「農協潰し」に他ならない。種子法が廃止されれば米の遺伝子組み

換え種子や多国籍企業の種子が席巻されてしまう危険がある。ぜひ森友問題で廃案に

なることを願いたい。民営化を目的とした「水道法の改定」にしかり、この国はこの

ままいくと霞が関がすべてを決め自治体が完全に従属する国になってしまうのではな

いかと危惧する。

　一方で近代以降の世界における覇権主義、覇権国家・近代世界システム自体が終焉

を迎え変容していく大転換の時代とも言われている。それはGD Pに変わる「豊かさ」

の指標の見直しなど経済成長だけでない価値、1つの覇権国家があるという「近代」の

枠組みそのものが変容していく時代ということである。グローバル経済が先にあって

国家、地域に降りてくるのではなくローカル（地域）から出発して環境や福祉も経済

も循環するしくみをつくり、それをナショナル、グローバルが補うという社会が2100

年に向かってめざすべき姿ではないか。国家ではなくローカル（地域）から協同組合

やNP O、NG O、企業など多様な主体が活躍し、人々が参加できる小さな組織から上に

積み上げていく構想を広げていきたい。世界ではそうしたチャレンジと実践がたくさ

ん出現している。地域でそうしたことを実現していく用具として「協同組合」の思想

と価値が重視されている。ドイツ政府が昨年、ユネスコの文化遺産登録に「協同組合」

を推薦し登録された。「協同組合」を過去の遺産（レガシー）とするのではなく、未

来に継承していく遺産（ヘリテイジ）としていくものである。持続可能な地域社会の

創造、今、生まれた子どもや孫が生きる社会をおおぜいの議論と参加で私たちが当事

者として創出していこう。 〔2017 年4月11日脱稿〕
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※編集部注：「主要農作物種子法を廃止する法律案」は4月14日参議院本会議で可決・成立した。
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